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今月のお知らせ

契
約
を
結
ぶ
参
考
に

農
地
の
賃
借
料
情
報

■登米市全域の平均額（10 ㌃当たり、100円未満四捨五入）

地域 平均額（円） 最高額（円） 最低額（円） データ数（件）

登米市全体
田

基盤整備地域 13,600 22,000 5,000 2,045

未整備地域 12,100 20,000 5,000 462

畑 全域 11,400 15,400 5,300 12

■地域ごとの田（水稲）平均額（10 ㌃当たり、100 円未満四捨五入）

【基盤整備地域】

地域 平均額（円）最高額（円）最低額（円） データ数（件）

迫 13,900 19,300 5,000 242

登米 13,900 18,000 5,000 86

東和 10,700 12,000 5,300 8

中田 11,400 19,000 5,000 398

豊里 14,900 17,000 11,000 156

米山 14,500 20,000 5,000 546

石越 13,100 20,000 8,800 198

南方 14,300 22,000 10,000 406

津山 データ無し

【未整備地域】

地域 平均額（円）最高額（円）最低額（円）データ数（件）

迫 13,700 19,300 6,500 66

登米 14,200 15,000 14,000 5

東和 12,500 15,400 7,000 10

中田 10,600 17,500 5,000 75

豊里 10,000 17,000 3,000 38

米山 11,900 20,000 5,000 137

石越 12,700 20,000 5,000 38

南方 12,200 19,900 8,000 90

津山 データ無し

　
過
去
１
年
間（
令
和
６
年
８
月

～
令
和
７
年
７
月
）の
農
地
の
賃

借
料
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

農
地
の
賃
貸
借
契
約
を
結
ぶ
場

合
の
貸
し
手
と
借
り
手
で
の
協
議

に
お
け
る
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
】農
業
委
員
会
事
務

局（
農
地
管
理
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
３
１
７

※賃借料情報は物納を除いています。令和６年８月から令和７年７月までの期間で物納は131件あり、重量の平

均は70.3kg でした

※畑は、提供できる賃借料情報が少ないため市全域で計算しています

※データ件数が少なく平均額に特徴が見られる地域があります

環境事業所だより
市民の皆さんへ、環境事業所の仕事について、 
シリーズで紹介しています

vol .15

粗大ごみの各戸収集をしています

　クリーンセンターでは町域別に毎月１回、予約制で

家具や家電など粗大ごみの各戸収集をしています。

【予約方法】▶電話または市公式LINEで、収集日の２

営業日前の午前中までに予約してください▶市内の

粗大ごみ処理券販売店から、必要分の処理券（１枚

500円）を購入してください▶収集日の午前８時ま

でに、処理券を貼って自宅前に出してください

※自宅内からの収集は不可。立ち合いは不要。４㌧車

が通行できない場合は申し込み時に相談

●市公式LINEでは24時間申し込みできます

　「ごみ・リサイクル」「粗大ごみ収集申請」から申し

込んでください。なお、各町域の収集日や処理券販売

店は収集カレンダーで確認できます。

【問い合わせ】環境事業所クリーンセンター

☎0225（76）0102

関
す
る
マ
ー
ク
な
ど
の
一
例
で
す
。

こ
れ
ら
を
付
け
た
人
を
見
か
け
た

ら
、「
お
困
り
で
す
か
」「
お
手
伝
い

し
ま
し
ょ
う
か
」な
ど
の
声
か
け
や

配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。「
と
も
に

支
え
あ
う
ま
ち『
と
め
』」を
み
ん
な

で
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】福
祉
事
務
所
生
活

福
祉
課（
障
が
い
福
祉
係
）
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０
２
２
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５
８
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５
５
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「
障
害
者
週
間
」

障
が
い
の
理
解
を
深
め
る

　

12
月
３
日
か
ら
９
日
は「
障
害

者
週
間
」で
す
。国
民
の
障
が
い
福

祉
に
つ
い
て
関
心
と
理
解
を
深
め

る
と
と
も
に
、障
が
い
者
の
社
会

参
加
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
期
間

で
す
。市
で
は
、障
が
い
の
あ
る

な
し
に
関
わ
ら
ず
、「
だ
れ
も
が
自

分
ら
し
く
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
ま
ち

『
と
め
』」の
実
現
を
目
指
し
て
い

ま
す
。実
現
に
は
、障
が
い
に
対
す

る
関
心
・
理
解
が
必
要
不
可
欠
で

す
。左
記
の
マ
ー
ク
は
障
が
い
に

防
火
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

入
賞
作
品
が
決
定
し
ま
し
た

　

消
防
本
部
で
は
、火
災
予
防
に

対
す
る
知
識
と
関
心
を
高
め
る
た

め
、市
内
の
小
・
中
学
生
を
対
象

に
、防
火
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

を
実
施
し
ま
し
た
。 

応
募
作
品
の

中
か
ら
、審
査
の
結
果
、入
賞
作
品

が
決
定
し
ま
し
た
。消
防
長
賞
受

賞
作
品
は
、防
火
ポ
ス
タ
ー
と
し

て
市
内
に
広
く
掲
示
し
、防
火
思

想
の
普
及
啓
発
に
役
立
て
ま
す
。

【
入
賞
者
】（
敬
称
略
）▼
登
米
市

消
防
長
賞
＝
安
部
乃の

の

か

々
佳（
上
沼

小
５
年
）、佐
藤
楓か

音の
ん（
石
越
中
３

年
）▼
優
秀
賞
＝
石
川
結ゆ

い

菜な

（
東
和

小
２
年
）、伊
東
秀し

ゅ
う

真ま

（
石
森
小
３

年
）、佐
藤
詩う

た

奈な

（
加
賀
野
小
４
年
）、

阿
部
恵め

ぐ

美み

（
南
方
小
４
年
）、浅
野

桃も
も

花か

（
佐
沼
小
６
年
）、須
藤
怜れ

奈な

（
佐
沼
小
６
年
）、佐
々
木
春は

る

太と

（
津

山
中
１
年
）、石
川
昂あ

潤う
る（
新
田
中

２
年
）、瀬
戸
綾あ

や

華か

（
新
田
中
３
年
）、

千
葉
ひ
な
た（
東
和
中
３
年
）

【
問
い
合
わ
せ
】消
防
本
部
予
防
課

（
予
防
建
築
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）１
９
０
０

【登米市消防長賞】（右）安部乃々佳さん

（上沼小５年）、（左）佐藤楓音さん（石越中

３年）

水
道
使
用
開
始
・
休
止
申
込

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
開
始

　

12
月
１
日
か
ら
水
道
の
使
用
開

始
・
休
止
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か

ら
申
し
込
み
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。24
時
間
申
し
込
み
可
能

で
す
が
、次
の
点
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
開
始
・
休
止
は
、５
営
業
日
以
降

に
な
り
ま
す
▼
土
曜
、日
曜
、祝

日
、年
末
年
始
に
お
申
し
込
み
の

内
容
は
、翌
営
業
日
の
受
理
に
な

り
ま
す
▼
実
際
の
受
付
は
、水
道

お
客
様
セ
ン
タ
ー
の
営
業
時
間
内

に
な
り
ま
す

※
営
業
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

【
問
い
合
わ
せ
】▼
上
下
水
道
部
経

営
総
務
課（
業
務
係
）

☎
０
２
２
０（
５
２
）３
３
１
１

▼
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０（
０
２
３
）１
５
１

「人権週間」特設人権相談所を開設

　仙台法務局登米支局および登米人権擁護委員協議会では、特設人権

相談所を開設します。人権擁護委員が相談に応じ、相談は無料・予約不

要で、秘密は固く守ります。

【日時】12月５日（金）午前10 時～午後３時

【場所】登米総合支所、南方公民館、中田農村環境改善センター

【内容】差別、暴行・虐待、セクハラ・パワハラ、いじめ・体罰、名誉毀損・

プライバシー侵害、インターネット上での誹謗中傷、ご近所トラブル

など、さまざまな人権問題について

【問い合わせ】仙台法務局登米支局　☎0220（52）2070

市公式LINE「ご
み・リサイクル」

「粗大ごみ収集
申請」から申請

市 公 式 ホ ー ム
ページ「各町域
の 収 集 カ レ ン
ダー」

どれくらい
知っていますか

障がいに関するマーク等

く
使
い
ま
し
ょ
う
。異
常
を
見
つ

け
た
際
は
、問
い
合
わ
せ
先
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】上
下
水
道
部
下
水

道
施
設
課（
下
水
道
管
理
係
）

☎
０
２
２
０（
５
２
）３
３
２
０

生
活
環
境
を
守
る
た
め

下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

　

下
水
道
は
何
で
も
流
せ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。食
用
油
や
不

織
布
製
の
掃
除
シ
ー
ト
、ウ
エ
ッ

ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
を
下
水
道
に

流
し
た
り
、マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
を

開
け
て
ゴ
ミ
や
雨
水
を
流
し
た
り

す
る
と
、「
詰
ま
り
」、「
悪
臭
や
汚

染
の
発
生
」、「
重
大
な
設
備
ト
ラ

ブ
ル
」に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、絶

対
に
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

私
た
ち
の
快
適
な
生
活
環
境
を

守
る
た
め
に
も
、下
水
道
は
正
し

耳マーク

ほじょ犬マーク

オストメイト
マーク

ヘルプマーク

障害者のための国
際シンボルマーク

宮城県ゆずりあい
駐車場利用証

盲人のための国際
シンボルマーク

登米市ヘルプカード

身体障害者標識（身
体障害者マーク）

聴覚障害者標識（聴
覚障害者マーク）

ハート・プラス
マーク

上下水道部ホーム
ページ「インター
ネット申し込み」


